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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容器と、
　乳首と、
　ベントアセンブリと、を含む哺乳瓶であって、
　前記ベントアセンブリは、
　前記容器と前記乳首とを隔てる頭部と、
　前記頭部から下方へ突出する通気管と、を含み、
　前記頭部は、
　前記容器と前記乳首との間に連通を提供する少なくとも１つの液体管路部と、
　前記液体管路部から分離され、一端部を前記通気管に、かつ他端部を空気に連通する空
気経路と、を含み、
　前記通気管は、前記容器の底部近くまで下方に延在していて、その下方端部には、前記
容器内に向かう一方向の空気の経路を許容し、かつ、前記通気管内に向かう反対方向の液
体の流れを防止する逆止弁、および、当該逆止弁の上部から横方向に延びて一体に形成さ
れた弁フランジが接続されており、
　前記逆止弁は、１ミリバールから２５ミリバールの範囲の負の圧力で通気するように構
成されている、
哺乳瓶。
【請求項２】
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　前記逆止弁は、前記容器内の液体頭部の圧力により閉鎖し、かつ前記容器に加えられる
負の圧力下で開くように構成された、請求項１に記載の哺乳瓶。
【請求項３】
　前記逆止弁はダックビル弁を含む、請求項１または２に記載の哺乳瓶。
【請求項４】
　前記逆止弁は半球状の弁を含む、請求項１または２に記載の哺乳瓶。
【請求項５】
　前記弁フランジおよび前記逆止弁は、前記通気管に着脱可能に取り付けられている、請
求項１に記載の哺乳瓶。
【請求項６】
　前記頭部は、前記容器の開口部に対して密封可能である、請求項１～５のいずれか１項
に記載の哺乳瓶。
【請求項７】
　前記乳首は、半球状の弁を含み、前記半球状の弁は、壁厚が０．３ｍｍから０．７ｍｍ
で、最も好ましくは０．５ｍｍであり、半径が２ｍｍから５ｍｍで、最も好ましくは３．
５ｍｍであり、流体が内部を通る経路の細長い開口部の寸法が２．５ｍｍから４．０ｍｍ
である、半球状の部材を含む、請求項１に記載の哺乳瓶。
【請求項８】
　前記半球状の部材は、３０から６０のショアＡ硬さを有する材料から製作されている請
求項７に記載の哺乳瓶。
【請求項９】
　前記半球状の弁は、流体が内部を通る経路を可能とするために前記乳首の頂上に位置す
る、請求項７に記載の哺乳瓶。
【請求項１０】
　前記半球状の弁は、空気が内部を通る経路を可能とするために前記乳首のフランジ部に
位置する、請求項７に記載の哺乳瓶。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、哺乳瓶に関し、例えば通気された哺乳瓶に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の哺乳瓶は、容器と、回し嵌め式留め輪により容器に保持される乳首から構成され
る。従来の哺乳瓶に付随する問題は、幼児が乳首を吸引すると、容器内には負の圧力が蓄
積されるため、吸乳は次第に難しいものとなり、腹痛などの問題を生じさせる可能性があ
る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　かかる問題を緩和するために、例えば空気の進入を可能にする弁などの様々な解決策が
提案されてきた。解決策の一例は欧州出願特許第０８４５９７１号に開示されている。か
かる文献によると哺乳瓶は、上端部に空気への通気部と連通する貯蔵管部を備える。貯蔵
管部は球状の上部貯蔵部を有し、空気管が通気部から下方に突出して貯蔵部内部に入る。
空気管路部は貯蔵部から、容器の底部に近い点に下方に突出する。容器は垂直になされた
状態において貯蔵部の高さ近くまで液体が注がれる。容器は逆になされると、空気管路部
の端部は液体の水平面上に突出し、これまで空気管路部内にあった液体は貯蔵部に流入し
て、空気管の端部下に配置される。結果として空気の経路が、空気管を介して通気部から
貯蔵部内へ設けられるとともに、空気管路部を介して瓶へと設けられ、このために幼児が
吸引する際に、圧力の均衡化が得られる。しかしながら、この配置には種々の不都合があ
る。第１に、非常に複雑な配置が必要とされる。さらに弁が設けられていないため、授乳
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中に例えば幼児が乳首を噛んで乳首を変形した場合などには、抵抗が弱くなり、乳首から
液体が押し出される。
【０００４】
　別の方法が米国特許出願第６４９９６１５号に開示されているが、これは角度をつけた
首部と弁を設けた通気管とを含むものである。これもまた複雑で専用の構成部品が必要と
なり、この構造のために洗浄が困難であり、かつ多数の細かい部品が含まれていることに
より窒息の危険さえある。
【０００５】
　さらに、公知の弁を有する通気された哺乳瓶では、瓶から授乳している間に瓶内部の圧
力が正負間で変動する。授乳中に乳児が乳首を噛んだり押し縮めたりすると、この行為に
よりミルクが哺乳瓶内に押し戻されるにつれ瓶内部に正の圧力が生成され、弁に作用して
弁を閉鎖するとともに、ミルクを乳首の外へと流出させる。乳児が瓶からさらにミルクを
引き出すために吸引を行なうと、ミルクが供給されるにつれ瓶内には負の圧力が引き起こ
され、これにより管の端部の弁が開いて空気が瓶内部に入ることが可能になる。しかしな
がら公知のシステムでは、弁が開いて空気が弁に入りうる前に、比較的大きい負の圧力が
必要であり、このために乳児は圧力均衡化がなされる前に不自然なほど強い吸引をしなけ
ればならない。したがって公知のシステムはより自然な授乳を再現するものではない。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は請求項で詳述される。弁が開く圧力は最小限に抑えられているため、乳児の吸
乳に付随して極めて低い負の圧力で弁は通気が可能であり、この結果瓶は自然な母乳での
授乳に近い哺乳瓶を提供する。
【０００７】
　さらに、窒息防止部分が提供されるため、授乳時の危険は低減され、かかる窒息防止部
分は有用な攪拌／混合部材を提供することが見出された。またさらに、液体経路および通
気経路として提供される密封部分を有する哺乳瓶導入部を提供することにより、簡単で規
格化された構造が提供される。
【０００８】
　本発明の実施形態は、例を用いて図面を参照することにより後述される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　図１を参照すると、１０で全体が示された哺乳瓶は、容器１６上にねじ回し留め輪１４
により取り付けられた乳首１２を含む。従来どおり、回し留め輪１４は中央のオリフィス
部を含み、これを介して乳首が突出する。乳首は容器と同様の径を有するフランジ部を含
み、これにより留め輪が回し込まれると、乳首のフランジ部上の回し留め輪の圧力により
密封部が形成される。
【００１０】
　哺乳瓶１０はさらに首導入部の形状のベントアセンブリを含み、これは頭部２０と、頭
部分から下方へ突出する通気管２２とを有する。頭部２０は、容器１６と乳首１２との間
に連通を提供する液体管路部２４を含み、哺乳瓶が逆にされると、液体は液体管路部２４
を介して容器から乳首内に入り、乳児は飲むことができる。液体管路部２４から分離され
た頭部はまた、一端部を通気管２２に、他方の端部を空気に連通する空気経路２６を含む
。
【００１１】
　頭部２０は容器と同様の径を有する上部フランジ部２８を含み、容器の唇部に嵌合する
ように配置されて、上述されたように乳首１２のフランジ部が回し留め輪１４により押下
されて、液体が入らないような状態に保持される。フランジ部２８は十分な厚みを有し、
概ね放射状に延在する孔が、空気経路２６を設ける円筒状の側壁から内方に形成されるこ
とを可能にする。空気経路は留め輪１４のねじ山を介して空気に対して開放されており、
かつ首部導入フランジ部２８により容器１６の唇部に対して形成された密封部のおかげで



(4) JP 4847757 B2 2011.12.28

10

20

30

40

50

、液体経路を通さないように密封されている。
【００１２】
　空気経路２６は、他端部が頭部２０の下方面上に設けられた形成部３０と連通し、頭部
２０は開放式チャンバを有し、チャンバには通気管２２が空気を通さないように押し込ま
れて嵌合している。通気管２２は容器の底部近くに下方に延在しており、かつその下方端
部には逆止弁３４を含む。図示された実施形態において、弁３４は公知のダックビル弁を
含み、この弁により空気の経路が容器内部に向かう一方向となされ、液体の流れが反対方
向の通気管２２に向かうことを防止する。通気管２２の下方端部３２にはまた、弁フラン
ジ部３６が設けられて、図示された実施形態において弁３４と一体に形成され、かつ双方
は押し嵌合されるかまたは、通気管２２と空気を通さないように連結されている。
弁フランジ部３６は例えばリング部を通気管２２の周りおよび同心円上に形成し、かつ羽
弁またはリブ部により連結されてもよい。弁フランジ部により、改良された混合を可能に
するとともに、弁３４が任意の理由により取り外されなければならない場合が生じた際に
は、窒息の危険を防止することができる。
【００１３】
　使用時には、首部導入部１８は弁３４とフランジ部３６とを通気管２２に嵌合すること
により、かつ通気管の他方の端部を頭部２０の対応する形成部３０に嵌合することにより
組み立てられ、あるいは予めこのように組み立てられたものを用いる。容器１６は満たさ
れ、かつ首部導入部１８は容器１６の上部唇部上に配置される。乳首１２は次いで首部導
入部１８の頂部に配置され、上記に詳細が説明されたように留め輪１４を回し嵌めするこ
とによりアセンブリが液体密封される。混合が必要な際には弁フランジ部３６のおかげで
、より容易になされる。容器が逆になされると、液体は容器１６から首部導入部１８内の
液体管路部２４を介して、乳首１２に流れこむ。乳児が乳首１２を吸引すると、容器内の
圧力低下を招き、空気が空気経路２６、通気管２２、弁３４を介して容器内に入り、圧力
が均衡化されるとともに真空蓄積が大幅に低減する。
【００１４】
　図２を参照すると、首部導入部１８の頭部２０がより詳細に示されている。図示される
ように頭部は、略ディスク形状でかつ容器１６（図示されず）の首部の周りに密封部を設
けるフランジ部２８と、フランジ部の平面部に対して垂直な方向に液体管路部２４とを含
む。空気経路２６はフランジ部２８の円筒形の壁部を貫通して通常はフランジ部２８の中
央部に達し、形成部３０と通気管２２（図示せず）に経路を提供する。
【００１５】
　図３ａないし３ｅを参照すると、弁３４および弁フランジ３６の詳細が示されており、
特に、リング形状のまたは他の形状のフランジ３６が設けられて、図示されるように例え
ば開口された羽弁３７により弁３４が取り付けられた中央ハブ３５から延在するスポーク
のおかげで、このフランジ３６は任意の適切な態様で取り付けられている。
【００１６】
　図４ａ、４ｂ、４ｃは、本発明の実施形態において実施されてもよい他の一方行の通気
弁を示す。半球状の弁４０は、中央の細長い開口４１を有する半球形状の薄膜を含み、こ
れにより空気が中を通る経路が可能となる。十文字形などの任意の適切な切り込みもまた
可能である。細長い開口または切り込みは低圧通気および高圧密封を可能にするような大
きさになされる。
【００１７】
　図４ａないし４ｃの半球状の弁はまた他の適用分野に用いられてもよい。たとえば、乳
首の頂上に配置して液体が内部を通過できるようにしてもよいし、あるいは乳首のフラン
ジ部上に配置して空気が内部を通過できるようにしてもよい。
【００１８】
　弁３４または４０の大きさ、材料および構造は、ボトルにとって自然な授乳行為を得る
点において特に重要である。現在公知の弁システムは大抵、約５０ミリバール（ミリバー
ル）で乳首の通気が可能であるが、これはたとえば剛性により細長い開口部を取り囲む弁
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壁部の弾力性により決められる閉鎖力によるものである。この結果として使用に際しては
、通気が行なわれる前に乳児は不自然に高い吸引力を使わなければならず、このことによ
り問題が生じるとともに、その吸引行為は自然の授乳時に必要とされるものより強大なも
のとなる。しかしながら公知のシステムにおいては、このように高い弾力性閉鎖力は、例
えば乳児が乳首に絞り圧力を加えた場合には、通気管内部にミルクを確実にもらさないた
めに必要とされる。
【００１９】
　また他方、本発明にしたがった弁３４または４０は、負の圧力が１から２５ミリバール
の範囲であるように、より好ましくは５から１５ミリバール、最も好ましくは１０ミリバ
ールであるように構成されており、これにより乳児が哺乳瓶から吸引した場合、十分に弁
を開いて通気を可能にし、乳児による吸引を大幅に低減するとともにより自然な授乳行為
が得られる。本発明によると、このことは特に以下の認識に基づいてなされる。哺乳瓶が
垂直な状態（ひいては弁がミルクに含浸されている場合）にのみ、ミルクが弁および通気
管へ漏れることを防止する必要があり、一方で乳児が乳首を吸引しているときには哺乳瓶
は上下が逆になっており、弁はミルクの水平面より上に位置されている。ミルクに含浸さ
れて弁が開いている場合でさえも、液体は弁および通気管に入りこまない。したがって本
発明は、弁にとって必要とされる弾力性閉鎖力はより小さくてすむと認識するが、これは
哺乳瓶が垂直に立てられた場合には、瓶内のミルクにより加えられた圧力の結果として、
弁の両側にさらなる力が加えられるためである。この力は、弁および通気管への漏れを防
止するのに十分なさらなる閉鎖力を提供する。
【００２０】
　したがってこの位置が上下逆である哺乳瓶から乳児が飲む場合には、弁の持つ弾力性閉
鎖力はより小さいために、弁はより低い負の圧力下で開き、この結果としてより自然な授
乳行為がなされる。
【００２１】
　本願明細書を読む当該技術に携わる者であれば適切なダックビル弁または半球状の弁を
製作して、ルーチンの試行および実験を用いて上述された基準を満たすことができること
を理解されたい。このことはたとえば壁部または薄膜の厚さひいては弁の剛性を変更した
り、あるいは所望の圧力での通気を得るために適切な負の圧力を加えたりすることにより
、ならびに／もしくは乳児の飲むミルクまたは他の流体の濃度と同様の液体に、例えば５
から１０ｃｍの圧力の適切な頭部を有する弁を含浸することにより可能となる。弁は例え
ば５ｍｍの低い頭部の圧力でも閉じられたままで製作されることが好ましい。
【００２２】
　図３ａないし図３ｅに関して示される具体的な実施形態において弁は通常、３０から６
０のショアＡ硬さを有するシリコーンゴムで形成され、これはＧＥ、Ｂａｙｅｒ、Ｄｏｗ
、Ｗａｃｋｅｒ、Ｒｈｏｎｅ　Ｐｏｕｌｅｎｃなどの任意のシリコーン業者より入手でき
る。
液体シリコーンおよび圧縮成形シリコーンの等級は双方とも、くりかえされる熱滅菌法で
重要な熱高熱安定性を提供するものであるため、本発明にとって適切である。他の等級も
また適切である。弁壁の弁は厚みが０．５ｍｍである。前面から見るとダックビル弁は、
高さが１０．０ｍｍ、底部が８．０ｍｍの逆三角形の形状を形成する。側面から見るとダ
ックビル弁は、断面が幅７．０ｍｍの略矩形である。細長い開口は長さ２．５ｍｍから４
ｍｍの切り込みにより弁の出口端部に形成されている。この構成により所望の動作範囲が
得られるとともに、特にわずか１０ミリバールの負の圧力下で開くことができる性能が得
られることが見出された。
【００２３】
　図４ａないし図４ｃに関連して示される具体的な実施形態において半球状の弁は通常、
３０から６０のショアＡ硬さを有するシリコーンゴムで形成され、これはＧＥ、Ｂａｙｅ
ｒ、Ｄｏｗ、Ｗａｃｋｅｒ、Ｒｈｏｎｅ　Ｐｏｕｌｅｎｃなどの任意のシリコーン業者よ
り入手できる。液体シリコーンおよび圧縮成形シリコーンの等級は双方とも、くりかえさ
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れる熱滅菌法で重要な熱高熱安定性を提供するものであるため、本発明にとって適切であ
る。他の等級もまた適する。高温密閉用の半球状の弁４０の要となる寸法は、その半径、
壁厚、中央の細長い開口部４１の長さおよび材料の柔軟性である。半球状の弁は半径が２
ｍｍから５ｍｍであり、最も好ましくは３．５ｍｍであり、かつ壁厚は０．３ｍｍから０
．７ｍｍであり、最も好ましくは０．５ｍｍである。中央の細長い開口部の寸法は、２．
５ｍｍから４．０ｍｍの範囲である。この構成により低い水平面での吸引が得られるが、
この構成はまた漏れなしで沸点温度までの液体に対する圧力に耐える本質的に十分強いも
のであることが判明した
【００２４】
　図５ａおよび図５ｂは、他の空気入れシステムを有する本発明の第２の実施形態を示す
。
空気経路は乳首１２のフランジ部上の空気流入開口部５１により形成され、かつ空気管路
部材５０は乳首から下方に突出する。空気管路部材５０は空気と通気管２２との間の連通
を提供するが、この通気管は空気を通さない押し嵌合により、空気管路部材に取り付けら
れる。空気管路部材５０は乳首１２のフランジ部上に形成されてもよく、これは例えば乳
首開孔５１で乳首から下方に突出する茎部の形状によりなされてもよい。乳首１２は容器
１６に回し嵌め式留め輪１４により取り付けられる。
【００２５】
　本発明の第３の実施形態において、図６で示されるように、空気管路部材５６は、例え
ば密閉リング５２の形状で支持部材上に一体的に形成される。空気管路部材５６は、密閉
リング５２の下方に突出する。密閉リング５２は容器１６と同様の径を有し、容器の唇部
に嵌合して配置されて、乳首１２のフランジ部が回し留め輪１４により押下されて、液体
が入らないような状態に保持される。密閉リング５２はさらに、乳首１２のフランジ部に
支持部を設ける。乳首１２のフランジ部には凹部５５が形成され、乳首の空気流入開口５
３につながっている。フランジ凹部５５と回し嵌め式留め輪１４との間には空気経路が形
成され、これにより周辺部から、乳首のフランジ部の開孔５３を介して空気が通過できる
ようになるが、破線矢印５４で示されるように、空気経路は密閉リング５２上の管路部材
５６上に、かつ管路部材５６は通気管２２に適切に一直線に並べられる。
通気管は空気を通さない押し嵌合により、空気管路部材５６に取り付けられる。
【００２６】
　図７ａないし図７ｄは、他の哺乳瓶導入頭部７０を示す。図示されるように頭部はスポ
ーク部７３により、リム部７２に連結される。液体管路はハブ部７１とリム部７２および
スポーク７３との間の空間７４により形成される。液体管路は容器１６と乳首１２との間
の連通を提供し（いずれも図示せず）このため哺乳瓶が上下逆にされると、液体が容器か
ら空間７４を介して乳首内に流れ込み、乳児は吸乳が可能になる。
【００２７】
　スポーク７５のうちの少なくとも１つに十分な厚みがあれば、略放射状の孔がこの中に
形成され、開放型のチャンバ７７に空気経路７６を提供する。空気経路７６は通気管２２
と連通し（図示せず）、開放型のチャンバ７７に押し嵌合により取り付けられ、かつ頭部
７０から下方に回し嵌め式留め輪１４（図示せず）のねじ山を介して、空気中に突出する
。
【００２８】
　略環状の形状をしたリム部７２の下側の環状の凹部７８は、頭部と容器１２（図示せず
）との間に液体を通さない密封部を設ける。凹部７８は、内部表面７９が容器内部に嵌合
し、かつ上部表面部８０が容器の唇部上に載置されるように形成される。
【００２９】
　上述された哺乳瓶の種々の部分は、任意の適切な材料により製作されてもよいとともに
、特に乳首１２、回し留め輪１４および容器１６は任意の標準の材料で製作されてもよい
ことを理解されたい。通気管２２は、たとえばプラスチック類などの概ね剛性で不活性の
材料で製作されることが好ましく、かつ弁３４および４０は所望の目的にしたがってシリ
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コーンゴムまたは他の適切な材料で製作されてもよい。フランジ部３６は混合および窒息
防止機能を可能にする剛性のプラスチック材料で製作されることが好ましく、かつ必要に
応じて弁３４および４０を備えた二個取成形であってもよい。上述された実施形態におい
ては、種々の要素が容易に取り外しおよび洗浄ができる押し嵌合により連結されているが
、任意の適切な連結の態様が採用されてもよく、必要に応じて種々の部分が一体的に形成
されるかあるいは取り外し不可に形成されてもよい。頭部２０は半剛性の材料で製作され
ることが好ましく、これにより空気経路２６はフランジ部２８の変形により閉鎖されるこ
とが確実に避けられると同時に、容器の首部には高信頼性の液体を通さない密封部が設け
られる。同様に第３の実施形態の支持部材は半剛性の材料で製作されることが好ましく、
これにより空気管路部材５６は通気管２２に押し嵌合された場合、変形により閉鎖される
ことが確実に避けられると同時に、容器１６の首部には高信頼性の液体を通さない密封部
が設けられる。
【００３０】
　首部導入部１８は容器／回し留め輪に一体化されてもよく、あるいは洗浄目的で必要な
場合は取り外されてもよい。特に首部導入部１８は標準の哺乳瓶に、簡単に規格化されて
取り付けられ、かつ多くの場合には、既存の回し留め輪は首部導入部１８と協働して用い
られてもよい。また首部導入部１８は適切な深さを有する留め輪を設けられて、優れたね
じ山係合を確実なものにしてもよい。
【００３１】
　本願明細書で示された構造により種々の利点がもたらされる。弁は極めて低圧で通気す
ることにより自然な授乳を可能にする。通気管２２は基部で弁止めされているため、乳児
が乳首を変形させて乳首から液体を押し出すことなく、容器内部の圧力均衡化が得られる
。また、弁は液体密封部を提供するため、液体が首部導入部を介して容器側面に落ちて漏
れる危険は全くなくなる。首部導入部には単純で規格化された構成が設けられる。弁フラ
ンジが追加されたおかげで、混合および攪拌が改良できる一方で、窒息の危険が防止でき
る。
【００３２】
　上述されたダックビル弁または半球状の弁の代わりに任意のタイプの適切な弁が用いら
れてもよいことは当業者なら理解されるであろう。容器および種々の構成部分の寸法は必
要に応じて変更されてもよく、かつ種々の構成要素の具体的な配置は必要に応じて再構成
されてもよい。同様に弁フランジに関して他の任意の適切な形状および配置が適用されて
もよい。上記の説明は哺乳瓶に関してなされてきたが、同様の方法は圧力均衡化を設ける
ことを所望する任意のタイプのマウスピースあるいは給水または飲用閉鎖部を備えた任意
の飲用器に用いられてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の第１の実施形態における哺乳瓶を示す部分斜視図である。
【図２】図１に示される哺乳瓶の導入部の詳細を示す部分図である。
【図３ａ】本発明の実施形態における弁と弁フランジアセンブリとを示す部分透視図であ
る。
【図３ｂ】図３ａの弁と弁フランジアセンブリとを示す上面平面図である。
【図３ｃ】図３ａの弁と弁フランジアセンブリとを示す前面図である。
【図３ｄ】図３ａの弁と弁フランジアセンブリとを示す側面図である。
【図３ｅ】図３ａの弁と弁フランジアセンブリとを示す底面平面図である。
【図４ａ】本発明の一実施形態における他の弁と弁フランジアセンブリとを示す斜視図で
ある。
【図４ｂ】図４ａの弁と弁フランジアセンブリとを示す底面平面図である。
【図４ｃ】図４ａの弁と弁フランジアセンブリとを示す側面図である。
【図５ａ】本発明の第２の実施形態における哺乳瓶を示す部分側面図である。
【図５ｂ】本発明の第２の実施形態における乳首を示す上面平面図である。
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【図６ａ】本発明の第３の実施形態における哺乳瓶の詳細を示す部分側面図である。
【図６ｂ】本発明の第３の実施形態における乳首を示す平面図である。
【図７ａ】他の哺乳瓶の頭部部分を示す平面図である。
【図７ｂ】図７ａの哺乳瓶頭部部分を線Ａ-Ａに沿って示した側面図である。
【図７ｃ】図７ａの哺乳瓶頭部部分を線Ｂ-Ｂに沿って示した側面図である。
【図７ｄ】図７ａの哺乳瓶頭部部分を示す斜視図である。

【図１】 【図２】

【図３Ａ】
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【図３Ｂ】

【図３Ｃ】

【図３Ｄ】

【図３Ｅ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図４Ｃ】

【図５Ａ】
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【図５Ｂ】
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【図６Ｂ】

【図７Ａ】 【図７Ｂ】
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